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介護保険住宅改修費受領委任払い事業者登録申請について 

 

要介護・要支援認定を受けた方が、実際に居住する住宅（住民登録地）に、対

象となる改修工事（手すりの取付け、段差の解消、床材の変更、扉の取替え、便

器の取替え）を行った際に、改修費用２０万円を上限として、その改修費用の７

割、８割または９割相当額を住宅改修費として支給しています。  

住宅改修費の支給方法は、いったん利用者が改修費用の全額を施工業者に支

払い、その後、藤沢市へ申請することで保険給付分の支払を受ける「償還払い」

が原則となっていますが、藤沢市では、市に登録した施工業者が利用者に変わっ

て住宅改修費を受領するよう事前に委任することで、改修費用の全額を負担せ

ずに 1 割、2 割または 3 割相当額で改修できるようにし、利用者の一時的な負担

の軽減を図る「受領委任払い制度」を導入しています。 

２０２６年（令和８年）４月１日から受領委任払い事業者として登録を希望す

う施工業者は、次のとおり、登録の手続きを行ってください。 

 

１ 事業者登録ができる事業者  

  法人格を有し、法人市民税を滞納していない事業者 

 

２ 受付期間  

２０２５年（令和７年）１２月２２日（月）から 

２０２６年（令和８年） １月２１日（水）まで 

 

３ 受付方法  

（１）窓口へ持参の場合 

藤沢市役所 介護保険課 （本庁舎２階） 

   平日  ８時３０分から１２時００分まで 

１３時００分から１７時００分まで 

（２）郵送の場合 

   〒２５１－８６０１ 藤沢市朝日町１－１  

藤沢市役所介護保険課 総務・給付担当 宛                        ©藤沢市 
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４ 必要書類  

（１）受領委任払い事業者登録申請書（第１号様式）※ 

（２）受領委任払い事業者登録に係る誓約書（第２号様式）※ 

（３）直近１年の法人市町村民税の納税証明書（写し可） 

 登録を受けようとする事業所の所在地の市町村から発行されたもの 

（４）法人の登記事項証明書(登記簿謄本)（写し可）及び定款 

（５）【登録を受けようとする事業所が登記上の本店以外の場合】 

   【設立又は開設して間もなく、法人市町村民税の納期が到来しておら

ず、納税証明書の提出ができない場合】 

   登録を受けようとする事業所に係る法人所在証明書 

（６）事業所情報記入シート※ 

※ 申請書等の様式は、藤沢市ホームページに掲載しています。 

（ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 介護保険 > 事業者向け > 住

宅改修研修資料及び住宅改修費受領委任払いについて）   

https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kaigo-

j/kenko/fukushi/kaigohoken/jigyosha/ininbarai.html 

 

５ 登録までの流れ  

         必要書類を揃え、受付期間中に介護保険課へ申請します。 

 

         介護保険課が主催する研修に参加します。 

（令和８年２月９日（月）午前予定） 

※ 研修会に参加できない場合は、受領委任払い事業者と

して登録できません。 

          

         「受領委任払い事業者登録決定通知書」が届きます。 

         「藤沢市介護保険住宅改修費受領委任払い事業者名簿」 

         に掲載されます。 

※ 名簿は藤沢市ホームページに掲載されます。 

申請 

研修会 

登録 

https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kaigo-j/kenko/fukushi/kaigohoken/jigyosha/ininbarai.html
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kaigo-j/kenko/fukushi/kaigohoken/jigyosha/ininbarai.html
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６ 申請書記入上の注意 

 

※ 押印について 

申請書に記載する申請者名は法人名（代表者印） 、事業所名は営業所名

（事業所印）となります。 

押印する際の印については、法人・事業所ともに同じものを使っている 

場合は同じ印で構いません。 

なお、登録申請書に押印した事業所印については、住宅改修費支給申請

（事前申請）・完了届時の必要書類である「受領委任通知書」「請求額証

明書」に押印していただく印になります。 

 

７ 注意事項等  

（１）受領委任払い事業者の登録に有効期限はありませんが、毎年２月頃に翌

年度の登録継続希望の確認を行います。 

（２）登録は事業所ごとです。複数の事業所の登録を希望する場合はそれぞれ

法人の名称・所在地等を記

入し、押印してください。 

登録を希望する事業所の名称

や所在地等を記入し、押印し

てください。 

住宅改修費の振込先を指

定してください。 
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の事業所について、登録申請が必要です。 

（３）申請書類の提出後、藤沢市が主催する研修会に参加していただく必要が

あります。 

（４）今回の申請で受領委任払いが可能となるのは２０２６年（令和８年）４

月１日以降の住宅改修支給申請です。 

（５）受領委任払い事業者登録に基づく住宅改修の履行にあたっては、関係法令

及び藤沢市住宅改修費受領委任払いに関する要綱等を遵守しなければな

りません。 

   不正な行為等があった場合には、登録を取り消すことがあります。 

 

【問い合わせ】 

藤沢市 介護保険課 総務・給付担当 

 

 電話 ０４６６－５０－８２７０（直通）  

 FAX ０４６６－５０－８４４３                           

 ふじキュン♡ 

 利用者にとって適切な住宅改修が行われるよう関係機関と連携し、研修

に参加するなどして介護保険制度や高齢者についての理解を深めるように

してください。 

 また、利用者が適切な施工業者を選択できるよう、事業者情報の公表に

努めてください。 

 

【参考ホームページ】 

・介護情報サービス かながわ  http://www.rakuraku.or.jp/kaigo/ 

・（社）シルバーサービス振興会  http://www.espa.or.jp/ 

・（財）住宅リフォーム・紛争処理支援センター http://www.chord.or.jp/ 

                      （リフォネット  http://www.refonet.jp/） 


